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梱包済み製品、出荷済み製品のホルムアルデヒド発散等級の確認について 

 
改正建築基準法ではホルムアルデヒド発散建築材料を用いた内装仕上げに係る製品について、工

事現場で梱包等への表示により等級の確認をする流れとなっております。ところが、今回の基準法

の施行日との関係で、「住宅部品表示ガイドライン」に基づく梱包等への表示（特に F☆マークで
の表示）が間に合わない製品が施行日（7月 1日）直近には多数存在しております。 
 出荷後の製品にシールやラベルを発行することは、誤表示を招く原因となりかねません。当面、

製造時に「住宅部品表示ガイドイライン」に基づく梱包等への表示が間に合わない製品については、

製造時に印刷等で表示した品番や製品名などと、改正建築基準法上の等級などが照合

できる一覧表をメーカーにおいて作成し、設計・施工されるお客様へチラシ、ホームページなど

で周知することとしております。（下図参照） 
 
※建築主事・確認検査員の皆様へ 
上記の運用について、御理解いただき、御協力をお願いいたします。 

 
※建築施工業者・工事監理者の皆様へ 
御利用の製品について、製造時に印刷等で表示した品番や製品名などと、改正建築基準法上

の等級などが照合できる一覧表をお持ちでない場合には、各メーカーへお問い合わせ下さい。 
 

＜図＞ 
メーカーの HP、チラシ、カタログなどで告知 
 
等級照合表の例 
製品名 品番 等級 等級確認方法 備考 
○○フロア aaaa F☆☆☆☆ 複合床材工業会

登録１２３４５ 
 

○○収納 bbbb F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガ
イドライン 

別紙１ 

○○腰壁 cccc F☆☆☆☆ 大臣認定 番号  

○○収納 品番 bbbb 

工事現場の梱包などと照

合し、等級確認する。 

※仕様を照合できる項目（品番、製造番号など）で作成した 
 表とする。 
※住宅部品表示ガイドラインに係る構成材料表などは別紙 
で添付する。 

 
以上 



－問合せ先－ 

(社)日本建材産業協会   URL： http://www.jkiss.or.jp/ 
住所 〒103-0007東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 浜町花長ビル 

TEL 03-5640-0901  FAX 03-5640-0905 

(社)日本住宅設備システム協会 URL： http://www.jhesa.or.jp/ 
住所 〒104-0032東京都中央区八丁堀 1-3-2 佐藤ビル 

TEL 03-5540-4433  FAX 03-5540-4460 

(社)リビングアメニティ協会 URL： http://www.alianet.org/ 
住所 〒102-0084東京都千代田区二番町 4-5 相互二番町ビル 

TEL 03-5211-0540  FAX 03-5211-0546 

キッチン・バス工業会 URL： http://www.kitchen-bath.jp/ 
住所 〒105-0012東京都港区芝大門 1-4-9 大門ビル 

TEL 03-3436-6453  FAX 03-3436-6454 
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